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東京証券取引所ビル賃貸料改定にかかる合意について 

 

当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）との間で、東京証券取引

所ビル（以下「東証ビル」といいます。）の平成２５年４月以後の賃貸料について協議して

まいりましたが、この度、下記のとおり合意いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．賃貸料 

 (１) 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

    年間賃貸料 ３，９００百万円 

 (２) 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

    年間賃貸料 ２，７００百万円 

（※ 従前の年間賃貸料：４，４１２百万円） 

 

２．合意に至った経緯 

東証ビルの平成２５年４月以後の賃貸料については、昨年９月まで、経済指数等に連

動した改定方法の採用を前提として年間賃貸料を４，０１２百万円とする内容で協議し

ておりました。しかしながら、この協議は最終的に整わず、その後は、株式会社東京証

券取引所グループと株式会社大阪証券取引所の経営統合により誕生した株式会社日本取

引所グループ（以下「ＪＰＸ」といいます。）株式が上場されるなど、大きな環境変化が

進展するなかで協議を重ね、この度、上記１．に記載の賃貸料とすることで合意に至り

ました。 

当社といたしましては、日本橋兜町周辺地域の状況や今後の再開発の見通し等を総合

考慮した上で、当社の重要なテナントである東証との良好な関係を維持・発展させるこ

とが中長期的な企業価値の向上に繋がるものと判断しております。この合意に併せＪＰ

Ｘとの間で確認した周辺地域の活性化に資する取組みに関する協力関係を日本橋兜町再

開発の一層の推進に結び付けてまいりたいと考えております。 

 

３．今後の見通し 

当社は、本日付で平成２５年３月期決算短信を公表しており、平成２６年３月期の連

結業績予想につきましては、上記１．(１)に記載の賃貸料を反映しております。 

また、平成２７年３月期以後の経営計画につきましては、今後、経営環境等を踏まえ

た上で、中期経営計画の策定等の機会に併せて公表いたします。 

以上 

 


